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境
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和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文
目
次 

 

○ 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） ································

······························
 

１ 

○ 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） ································

······················ 

４ 

○ 

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） ············· 

６ 
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環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法

律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法 
 

律 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

環
境
と
調
和
の

と
れ
た
食
料
シ

ス
テ
ム
の
確
立

の
た
め
の
環
境

負
荷
低
減
事
業

活
動
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法

律
第 

 
 

号

） 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の 

一 

第
二
十
一
条
第
六
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

り
、
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
町
村
が
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
一
の
事
業
の
目
的

に
供
す
る
た
め
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農

地
以
外
の
も
の
に
す
る
行
為
又
は
同
一
の
事
業
の
目

的
に
供
す
る
た
め
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
若

し
く
は
そ
の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て

農
地
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
権
利
を
取

得
す
る
行
為
に
係
る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動

実
施
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法

律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法 
 

律 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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二 

第
二
十
一
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
六
項
（
第

二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

又
は
指
定
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

三 
第
二
十
一
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
六
項
（
第

二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

又
は
指
定
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務
（
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の

に
す
る
行
為
又
は
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る

た
め
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
若
し
く
は
そ

の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
農
地
法

第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
権
利
を
取
得
す

る
行
為
に
係
る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実

施
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

第
三
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
第
四
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指

定
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
四
ヘ
ク
タ

ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
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行
為
又
は
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
若
し
く
は
そ
の
農
地

と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
農
地
法
第
三
条

第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
権
利
を
取
得
す
る
行
為

に
係
る
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
係
る
も
の
に

限
る
。
） 
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○ 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

（
権
限
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

審
議
会
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
九
号
）
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
、

飼
料
需
給
安
定
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号
）
、
酪
農
及
び
肉

用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
、

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
、
畜
産
経
営

の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
砂
糖
及
び

で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
、
農
業

振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
、
卸

売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特

別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化

及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
主
要

食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号

）
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
百
十
六
号
）
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の

交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
、
有
機
農
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁

業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律

第
三
十
八
号
）
、
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

（
権
限
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

審
議
会
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
九
号
）
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
、

飼
料
需
給
安
定
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号
）
、
酪
農
及
び
肉

用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
、

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
、
畜
産
経
営

の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
砂
糖
及
び

で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
、
農
業

振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
、
卸

売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特

別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化

及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
主
要

食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号

）
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
百
十
六
号
）
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の

交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
、
有
機
農
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁

業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律

第
三
十
八
号
）
、
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
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十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
、
都
市
農
業
振
興
基
本
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律

第
十
四
号
）
及
び
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環

境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。 

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
都
市
農
業
振
興
基
本
法
（
平
成
二
十
七
年
法

律
第
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

。 
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○ 

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

 

第
百
二
十
条 

削
除 

      

（
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
） 

第
百
二
十
条 

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
資
金
で
あ
っ
て
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
東
日
本
大

震
災
の
後
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
、
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
「

十
五
年
」
と
、
「
三
年
（
特
定
地
域
資
金
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
」
と
あ
る
の

は
「
六
年
」
と
す
る
。 

 
 


